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港区立北青山地域包括支援センターの管理運営に関する 

年度協定書（令和６年度） 

 

 

 港区（以下「甲」という。）と社会福祉法人東京聖労院（以下「乙」という。）とは、令

和４年４月１日に、港区立北青山地域包括支援センター（以下「本施設」という。）の管理

運営に関して締結した「港区立北青山地域包括支援センターの管理運営に関する基本協定」

（以下「基本協定」という。）に基づき、本施設の管理運営に関わる年度協定（以下「本協

定」という。）を締結する。 

 

 

（目的） 

第 1条 本協定は、本施設の管理運営業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務内容

及び本業務の実施に対して支払われる管理運営に要する費用（以下「指定管理料」とい

う。）を定めることを目的とする。 

（協定の期間） 

第２条 本協定の有効期間は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとする。 

（業務内容） 

第３条 令和６年度の業務内容は、基本協定第８条に定め、詳細は業務仕様書のとおりと

する。 

（指定管理料の額） 

第４条 基本協定第３１条第２項に規定する指定管理料の額は、年間６５，６６２，９２

５円（消費税を含む。）とする。 

２ 基本協定書第３１条第５項に規定する介護報酬予定額は、年間３，４４８，０００円

とする。 

（指定管理料の支払） 

第５条 指定管理料は、四半期ごとに、乙からの請求に基づき前金払にて支払うものとす

る。ただし、基本協定第３２条の規定により指定管理料を変更した場合は、甲乙協議の

上、これを変更するものとする。 

２ 前項に定める四半期ごとの指定管理料の支払額は、次のとおりとする。 

（支払の内訳） 

対象期間 支払額 

第１四半期 １６，４１５，７３２円

第２四半期 １６，４１５，７３１円

第３四半期 １６，４１５，７３１円

第４四半期 １６，４１５，７３１円

合 計 ６５，６６２，９２５円
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３ 甲は、前項の指定管理料について、適正な請求があったときは、請求のあった日から

３０日以内に乙に支払うものとする。 

４ 甲は、前項の期間内に第１項で定める支払金額を支払わないときは、乙に対し、支払

期限の翌日から支払をした日までの日数に応じ、支払金額に政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和２４年法律２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定

した率と同率（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの率

とする。）を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。 

（指定管理料の使用範囲） 

第６条 乙は、指定管理料を基本協定第８条に定める業務以外に使用してはならない。な

お、別紙に定める配置職員が指定介護予防支援事業を行った場合の介護報酬等の取扱い

については、別途甲が定めるものとする。 

（指定管理料の清算） 

第７条 乙は、基本協定第３１条５項及び６項に定める余剰金等が発生したときは、甲が

指定する期限までにこれを返還しなければならない。 

（職員の配置） 

第８条 乙は、業務を実施するに当たり、別紙に定める職員配置表の保健師等及び社会福

祉士等、主任介護支援専門員の各職種を配置するものとする。 

２ 乙は、業務を実施するに当たり、地域支援事業配置職員及び指定介護予防支援事業配

置職員の業務分担等については、甲の指示に従って業務を行うものとする。 

３ 乙は、職員の任免を行うときは、事前に甲と協議するものとする。 

（協議） 

第９条 本協定に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するも

のとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

 

 

令和６年４月１日 

 

     甲  港区芝公園一丁目５番２５号 

        港区 

        港区長  武 井 雅 昭  ㊞ 

 

               乙   清瀬市中里五丁目９１番２号 

                                    社会福祉法人 東京聖労院 

                                    理事長  和 田  敏 明 ㊞ 

 


